
期限条件は、平成３３年４月１９日までとする。

平成３０年４月２０日

東京税関長　　藤　城　　眞

平成３０年４月２０日

所 在 地

主たる営業所名

所 在 地

許可年月日

条 件

メゾン・ド・セイリング　102
群馬県太田市内ヶ島町866-14

アクアネッツ　太田支店

通 関 業 の 許 可 に つ い て

通関業者名

　標記のことについて、通関業法第３条の規定に基

づき、下記のとおり公告する。

記

掲 示 第　１３３　号

群馬県伊勢崎市柴町363

関根隆啓　屋号：アクアネッツ


